
平成２９年１２月２０日 

独立行政法人造幣局 

 

保険仲立人会社の選定について 

 

 

独立行政法人造幣局では、平成３０年１０月以降に締結する損害保険契約の媒介業

務を行う保険仲立人会社の選定にあたり、下記のとおり企画書を募集することとしま

したので、お知らせします。 

 

記 

 

１．業務名 

損害保険契約締結の媒介業務 

 

２．業務内容 

① 当局が加入する保険の選定に係る提案 

② 一般競争入札による保険会社の選定及び決定の支援 

③ 保険会社との契約締結の媒介 

④ 契約締結後の契約維持・管理における業務の代行 

④ その他、上記に付随する業務 

 

３．参加資格 

(1) 保険業法（平成７年法律第１０５号）第２８６条により、内閣総理大臣の登録

を受けた「保険仲立人」であること。また、同法第３０７条により、登録の取り消

し又は業務の停止を命ぜられている者でないこと。 

(2) 次に掲げる者でないこと。 

① 各省各庁、地方公共団体又は独立行政法人等（国立大学法人、地方独立行政法

人を含む。）から指名停止を受けている者 

② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団 

③ 公共の安全を害するおそれのある団体として破壊活動防止法（昭和２７年法律

第２４０号）その他の法律による規制を受ける団体 

④ ②及び③に掲げるものの構成員及び関係者 

⑤ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てをし

ていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始

の申立てをしていない者 



４．企画書の提出及びプレゼンテーション 

別紙企画書作成要領に参考に企画書を作成し、平成３０年２月７日（水）午後５

時までに提出してください。なお、企画書の作成にあたって、当局の業務内容や当

局が現在加入している保険内容の説明を希望する者は、後記「５．」の連絡先までご

連絡ください。 

また、平成３０年２月１３日（火）に、企画書に関するプレゼンテーションを実

施しますので、参加をお願いします。 

 

【評価事項及び評価基準】 

評 価 事 項 視 点 配 点 

① 会社概要 

信用力 

１０ 

② 平成２６～２８年度における媒介保険料及びコン

サルティング報酬 
１０ 

③ 平成２６～２８年度における製造業及び独立行政

法人等の実績 
１０ 

④ 当局が加入する保険の選定に係る提案（リスクサ

ーベイの具体的な実施内容等） 
企画力 ４０ 

⑤ サービス提供体制及び担当者の経歴・実績 
対応力 

２０ 

⑥ 保険対象事故発生時のサポート内容 １０ 

合 計  １００ 

 (審査員一人当たり) 

 

５．提出先及び連絡先 

〒５３０－００４３ 大阪市北区天満１‐１‐７９ 

独立行政法人造幣局 総務部総務課（担当：知念、西尾） 

TEL：０６－６３５１－２６２８ FAX：０６－６３５１－６５２９ 

  E-mail：ytinen@mint.go.jp ； hnisio@mint.go.jp 

 

以 上 



企画書作成要領 

 

１．記載事項 

（１）会社概要 

① 商号 

② 設立日 

③ 主要株主 

④ 主たる事務所の所在地 

⑤ 所管財務局の登録番号及び登録年月日（登録済通知書写しを添付） 

⑥ 会社の人員規模 

⑦ 保険仲立人資格者数 

⑧ 平成２８年度の貸借対照表及び損益計算書 

（２）平成２６～２８年度における媒介契約保険料及びコンサルティング報酬 

（３）平成２６～２８年度における製造業及び独立行政法人等の実績 

（４）当局が加入する保険の選定に係る提案（リスクサーベイの具体的な実施内容等） 

（５）サービス提供体制及び担当者の経歴・実績 

（６）保険対象事故発生時のサポート内容 

 

２．作成上の留意事項 

（１）様式は任意としますが、用紙サイズはＡ４判を使用し、２０ページ以内とします。 

（２）１．の（２）は、媒介の保険料を元受保険料と再保険料を分けて記載してください。 

（３）１．の（３）は、媒介契約の件数、相手先（名称又は業種）、媒介年数等を記載してくだ

さい。 

（４）１．の（３）の「独立行政法人等」には、国立大学法人、地方独立行政法人を含みます。 

（５）１．の（４）は、①保険の選定に係るリスクサーベイの手順、方法、スケジュール、②

当局に新たに提案したい保険内容の候補を具体的に記載してください。 

 

３．その他 

（１）本件は、部外秘として取り扱ってください。 

（２）企画書は、E-mailにて電子データ（ＰＤＦファイル）で提出してください。 

（３）本件に関する質問は、任意の様式により、E-mailにて問い合わせください。 

（４）御社から提出いただいた企画書は，当局保険仲立人の選定のみに使用することとし，他

の目的には使用しません。 

 

別紙 


